

	Skip to content

	
				
			
							

			
							日本地方公会計学会

										㈳日本経営学会連合加盟　㈳日本会計研究団体連合会加盟

						

		


		
			Primary Menu
				HOME
	地方公会計
	地方自治体外部監査制度
	地方公会計関係法令&資料
	会計学会と監査学会Link
	お問合せ
	公認外部監査人制度
	学会案内
	学会会則
	役　員
	関係団体
	ジャーナル「地方公会計研究」
	入会案内
	外部監査研究部会



	News



		
	

	
		

			
				
					Oops! That page can’t be found.

				

				
					It looks like nothing was found at this location. Maybe try a search?


					
	
		
		
		
		



				

			

		
	



	
	


日本経営会計学会
行政書士と会計研究者が中心になり設立された会計学会。「経営戦略まで及ぶ管理会計を経営会計と呼ぶ」と定義して設立された。日本学術会議指定協力学術研究団体である。

地方公会計は、一次に財務会計（報告会計）を目的とするが二次的に経営会計としての機能を発展させるべきとの考えを提唱する。



日本経営監査学会
監査は、会計監査を意味することが多いが、これからの監査は会計監査は当然として経営監査及び業務監査が重要になる時代である。この学会の経営監査は、会計監査も含むが特に業務監査研究に力を入れている。

地方公会計研究部会があり、日本地方公会計学会と協同研究を行っている。



行政書士法規会計研究会
行政書士は、公認会計士と並ぶ会計の専門家である。貸借対照表は財政状態とうい事実を証明する書類である。損益計算書は経営成績という事実を証明する書類である。行政書士は事実証明に関する書類を業として作成することができるので決算書を業として作成することができるのであるから、行政書士は会計法規の専門家でなければならない。



日本経営学会連合
経営系の学術団体の連合体で、当学会も加盟している。日本学術会議指定協力学術研究団体及びそれに準ずる学術団体を正加盟（正会員）として結成している。年に1回英文ジャーナルJournal of Management Scienceを発刊している。当学会の会員も投稿資格を有する。



全日本行政書士連絡会議
特定行政書士は、行政不服審査法に基づく不服申し立ての代理人に成れ、行政不服審査会審査員に就任する資格を有する。しかし、行政書士は地方自治法に基づく外部監査人の資格はない。

地方自治体の外部監査制度の外部監査人に行政書士を指定できる法改正を提唱している。



日本会計研究団体連合会
会計学の学術団体、実務会計研究会の連合体である。日本地方公会計学会も加盟している。学術団体と実務団体との交流を通じて、会計学と会計実務の橋渡しの機能を有した団体である。基礎研究は重要であるが実務に役立つ会計の研究を行っている。












